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六ヶ所再処理工場 

品質保証の実施結果及び常設の第三者外部監査機関の監査結果 

（令和７年度上期報告） 

 

Ⅰ．品質マネジメントシステムに係る実施結果 

１．保安活動等の実施 

（１）品質方針の設定、周知 

期間中（上期）における令和７年度の品質方針に変更はなかった。 

 

（２）品質目標の設定、周知 

（再処理事業部） 

再処理事業部長は、達成指標の表現修正のため、令和７年度の品質目標を８月１日

に改正し、同日、再処理事業部内へ周知した。 

（技術本部） 

期間中（上期）における令和７年度の品質目標に変更はなかった。 

（監査室） 

期間中（上期）における令和７年度の品質目標に変更はなかった。 

（調達室） 

期間中（上期）における令和７年度の品質目標に変更はなかった。 

（安全・品質本部） 

期間中（上期）における令和７年度の品質目標に変更はなかった。 

 

（３）社長による評価 

期間中（上期）にマネジメントレビューの開催はなかった。 

 

（４）文書及び記録の管理 

再処理事業部長、技術本部長、監査室長、調達室長及び安全・品質本部長は、「再

処理施設保安規定」、「原子力安全に係る品質マネジメントシステム規程」及び関連

文書（以下、「文書類」という。）に従い、所管する業務に関して作成した文書及び

記録を管理した。 

 

（５）保安活動の実施 

（再処理事業部） 

再処理事業部長は、文書類に従い、再処理施設の操作、核燃料物質の管理、施設管

理、放射性廃棄物管理、放射線管理及び非常時の措置に係る業務を実施した。 
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再処理事業部長は、令和６年度に発生した設備のトラブルのうち、「高レベル廃液

ガラス固化建屋（管理区域内）における建屋換気設備の排風機及び塔槽類廃ガス処理

系の排風機の一時的な監視機能の停止」及び「前処理建屋（管理区域内）における塔

槽類廃ガス処理設備 排風機Ｂの故障」について、原因分析及び再発防止対策を講

じ、他事業部へ水平展開を実施した。 

   また、「前処理建屋（管理区域内）における塔槽類廃ガス処理設備 排風機Ｂの故

障」発生を踏まえ、設備の保全重要度に着目した予備品の保有の考え方を整理し、当

該排風機の予備品は、令和８年度中に配備を完了する計画としている。 

 

 〇特記事項 

   再処理事業部長は、令和７年５月１８日に発生した、「精製建屋（管理区域）にお

ける希釈剤（非放射性の危険物）の漏えい」について、原因分析及び再発防止対策を

講じた。 

 

（技術本部） 

技術本部長は、文書類に従い、再処理施設の施設管理に係る業務を実施した。 

（監査室） 

監査室長は、文書類に従い、監査に係る業務を実施した。 

（安全・品質本部） 

安全・品質本部長は、文書類に従い、品質マネジメントシステムに係る業務を実施

した。 

 

（６）調達 

再処理事業部長、技術本部長及び調達室長は、文書類に従い、調達先の評価を行い、

物品及び役務の調達については調達製品への要求事項を明確にした。 

 

（７）内部監査 

監査室長は、文書類に従い策定した監査計画に基づき、以下の内部監査を実施中。 

・再処理事業部及び技術本部に対する内部監査：８月～実施中 

   ・監査室に対する内部監査         ：期間中（上期）において内部監査

はなかった。 

   ・調達室に対する内部監査         ：８月～実施中 

・安全・品質本部に対する内部監査     ：８月～実施中 
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（８）不適合管理 

再処理事業部長、技術本部長、監査室長、調達室長及び安全・品質本部長は、文書

類に従い、不適合を確実に識別し、処置及び記録した。なお、検出された不適合につ

いては当社ホームページで公開した。 

 

（９）是正処置及び未然防止処置 

再処理事業部長、技術本部長、監査室長、調達室長及び安全・品質本部長は、文書

類に従い、不適合の再発防止及び発生予防のための処置を行い、これを記録し、実施

した活動を評価した。 

 

（10）教育・訓練 

再処理事業部長及び技術本部長は、文書類に従い、関係法令及び保安規定の遵守に

関すること、再処理施設の構造、性能及び操作に関すること、放射線管理に関するこ

と等について、再処理施設の保安活動に従事する者に必要な力量が持てるように、教

育・訓練を実施した。 

 

２．品質マネジメントシステムに係る活動の改善に向けた取組 

（１）安全・品質改革委員会の活動  

社長は、安全・品質改革委員会を上期に７回開催し、是正処置等の実施状況、当社

全体の品質マネジメントシステムに係る活動の実施状況を観察・評価し、必要な指

示・命令を行った。 

社長は、上期の安全・品質改革委員会の中で、再処理事業部、技術本部、監査室、

調達室及び安全・品質本部による保安活動の状況を示す指標（ＰＩ）等の分析・評価

結果並びに令和６年度第４四半期原子力規制検査及び令和７年度第１四半期原子力規

制検査の結果を確認し、必要な指示・命令を行った。 

 

（２）安全・品質本部による事業部の品質マネジメントシステムに係る活動の支援  

安全・品質本部長は、ＣＡＰシステム等の運用に係る改善活動を通じ、各事業部の

品質マネジメントシステムに係る活動が適切に実施されるよう支援し、品質マネジメ

ントシステムの実効性について継続的な改善を図っている。 

 

３．協力会社との連携  

（１）品質保証マネジメント会議 

期間中（上期）に品質保証マネジメント会議の開催はなかった。 
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（２）再処理事業部と協力会社との連携 

再処理事業部長は、日本原燃安全推進協議会（再処理事業所）を毎月開催し、労働

災害の発生状況や安全パトロールの実施結果の周知等を行うことで、協力会社との双

方向のコミュニケーションを推進した。 

 

４．安全・品質改革検証委員会 

  第１５回安全・品質改革検証委員会を４月２１日に開催し、評価・助言を受けた。 

（議題） 

   ・高レベル廃液ガラス固化建屋における制御電源遮断事象の原因と対策について 

   ・確実な保全活動を定着させるための施策について 

   ・第１４回安全・品質改革検証委員会におけるご意見への対応について 

 

５．その他 

（１）全社安全大会の開催 

全社安全大会を、当社及び協力会社の社員を対象として、７月３日に開催した。 

（参加人数：約７００名） 

 

（２）品質月間行事の実施 

期間中（上期）の品質月間行事に係る活動はなかった。 

 

Ⅱ．常設の第三者外部監査機関の監査結果 

実施状況：再処理事業部、技術本部、監査室及び安全・品質本部は、ＬＲＱＡリミテ

ッドによる令和７年度第１回定期監査を受けた。 

（監査実施日） 

・再処理事業部及び技術本部：７月２４日、７月２５日及び７月３１日 

・監査室         ：７月２５日及び７月３１日 

・安全・品質本部     ：７月２４日及び７月３１日 

 

監査結果：指摘事項及び提言事項はなかった。再処理事業部及び技術本部に対し、観

察事項が１件あった。 

 

上記監査結果の詳細は、令和７年１０月３０日、青森県及び六ヶ所村へ以下の報告書

を提出する。 

・２０２５年度 第１回 第三者定期監査結果の報告について 

 

以 上 


